
国連アビエ暫定治安部隊 
Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ Ｉｎｔｅｒｉｍ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｆｏｒｃｅ ｆｏｒ Ａｂｙｅｉ （UNISFA）  

《 概  要 》 

２０２４年１２月 

１ 設立年月  ２０１１年６月 

 

２ 設立決議  安保理決議第１９９０号（２０１１年） 

３ 展開場所  アビエ地域 

４ 本部所在地 アビエ 

５ ミッション長代理 

（軍事司令官） 

ロバート・ヤウ・アフラム少将（ガーナ） 

６ 活動期限  ２０２５年１１月１５日（安保理決議第２７６０

号（２０２４年）） 

７ 予算 約２億９，７７８万ドル（２０２４年７月～２０２

５年６月） 

８ 設立経緯 

（１） 南北スーダンにまたがるアビエ地域は、北部スーダン及び南部スーダン双方が自らへの帰

属を主張していた。南部スーダンがスーダンから独立する機運が高まる中、２０１１年５月、

アビエ地域に駐留していたスーダン人民解放軍（ＳＰＬＡ、現南スーダン政府等）兵士による

スーダン政府軍（ＳＡＦ）兵士への発砲事案をきっかけに、ＳＰＬＡとＳＡＦ間で武力衝突が発

生し、情勢が悪化。ＳＡＦは、アビエ地域のほぼ全域を占拠するに至った。 

（２） ２０１１年６月２０日、スーダン政府とスーダン人民解放運動（ＳＰＬＭ、現南スーダン政権与

党）は、「アビエ地域行政・治安暫定措置」に関する合意文書に署名。アビエ地域から各々の

軍隊を撤退させ、エチオピア軍で構成される暫定治安部隊を受け入れることを含めた同合

意を受け、同月２７日、安保理は決議第１９９０号を採択し、国連アビエ暫定治安部隊（ＵＮＩ

ＳＦＡ）を設立。 

（３） さらに２０１１年１２月、安保理は決議第２０２４号を採択し、同ミッションのマンデートに、南北

スーダンが合意した共同国境検証監視メカニズム（ＪＢＶＭＭ）の履行支援を加えることを決

定。 

（４） ２０１７年５月、安保理は、ＪＢＶＭＭが機能していない点を懸念し、安保理決議第２３５２号に

おいて、両当事者が、行動を通じて、ＪＢＶＭＭ履行への明確なコミットメント及び確固たる保

証を示さない限り、ＪＢＶＭＭ履行支援のマンデートは最後の延長とすることを決定。 

（５） ２０１７年１１月、安保理は、ＵＮＩＳＦＡのマンデートを２０１８年５月１５日まで延長（ＪＢＶＭＭ

支援のみ４月１５日まで延長）すること等を内容とする決議第２３８６号を採択。ただし、当事

者が次の措置（２０１８年３月１５日までに、両当事者が２０１７年５月及び１０月の共同政治

治安メカニズム（ＪＰＳＭ）声明において合意した特定の措置（ＵＮＩＳＦＡの陸空パトロールに

対する完全な移動の自由の促進、国境画定のための議論再開、合同閣僚会合の定期開催

等）を遵守すること）をとらない限り、最後の延長となることを決定。 

（６） ２０１８年５月、安保理はＵＮＩＳＦＡのマンデートを２０１８年１１月１５日まで延長する決議第２

４４５号を採択。 

（７）２０１９年１０月、安保理は、ＵＮＩＳＦＡによるＪＢＶＭＭへの支援任務のマンデートを２０１９年

１１月１５日まで延長する決議第２４９２号を採択。また、両当事者が上記（５）にて言及されて
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いる特定の措置をとらない限り、最後の延長となると決定。 

（８）２０２２年、スーダン政府の要請により、国連はエチオピア軍のみの構成から多国籍部隊へ

の再編成を決定。 

（９）２０２４年１１月、安保理は決議第２７６０号を採択し、ＵＮＩＳＦＡのマンデートを２０２５年１１月

１５日まで延長するとともに、ＪＢＶＭＭへの支援任務を１年間延長することを決定。 

９  主要任務 

（１）アビエ地域からのスーダン国軍及びスーダン人民解放軍（その後継団体）の再配置を監視・

検証 

（２）ＵＮＩＳＦＡ要員・施設・設備・装備の防護、国連要員・施設・設備・装備の防護 

（３）物理的暴力の差し迫った脅威の下にあるアビエ地域の文民の保護 

（４）ＪＢＶＭＭの検証・調査・監視・仲裁・連絡調整・報告・情報交換・哨戒等の活動実施の支援、

必要に応じ警備の提供 

１０ 派遣規模 

 （１）軍事・警察要員（計３，４８７名） ※２０２４年８月３１日時点 

 ・警察要員（個人）：５７名 ・警察部隊要員：０名                

 ・軍事要員（個人）：１２４名 ・軍事部隊要員：３，１８７名 ・司令部要員 １１９名 

 （２）文民要員（計２９６名） ※２０２４年８月時点          

 ・国際文民要員：１８４名 ・現地文民要員：１１２名  

 （３）国連ボランティア（計３６名） ※２０２４年８月時点 

１１ 要員派遣国 ※２０２４年８月３１日時点 

 バングラデシュ、ガーナ、インド、パキスタン、中国など計４８か国 

 （ 詳 細 ： 国 連 DPO 要 員 派 遣 国 統 計

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/04_country_contributions_detailed_by_miss

ion_77_august_2024.pdf） 

１２ 犠牲者数 ※２０２４年８月３１日時点 

 ５７名（事故：２１名、病気：２４名、悪意ある行為：１０名、その他：２名） 

（参照：国連 DPO ＵＮＩＳＦＡウェブサイト https://unisfa.unmissions.org/） 

 


